
北海道屋外広告物管理指針

第１ 趣 旨 
この管理指針は、広告主、広告主から委託を受ける等により、屋外広告物(以下

「広告物」という｡)を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する
者(以下「行為者等」という｡)が広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という｡)の適
切な維持管理を自主的に行うために必要な点検項目及び対応策を示し、広告物等の安
全性の確保及び良好な景観又は風致の維持を図ることを目的とする。 

第２ 適用の範囲 
この管理指針は、広告物等のうち北海道屋外広告物条例施行規則別表第１に規定

する固定広告物を対象とする。 

第３ 点検の実施 
１ 行為者等は広告物等が塗装の汚染、変色若しくははく離又は錆の発生等のために良

好な景観又は風致を害することのないよう、点検しなければならない。 
２ 行為者等は広告物等が材料の劣化、錆の発生等により構成部材が破損し、又は落下

するなどして公衆に対して危害を与えることのないよう、次の各号により点検しなけ
ればならない。 
(1) 基礎 

地盤の沈下又は変形等 
(2) 支持・取付部 

腐食、腐朽、摩損若しくは破損又は移動 
(3) 構成材料 

腐食、腐朽若しくは摩損又は変形等 
(4) その他の点検 

ネオン管、照明灯などの取付け状態 

第４ 危害防止の措置等 
点検の結果、当該状態において表示又は設置が継続された場合に、当該広告物等

について良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれが生じ
るものと認められるときは、行為者等は、直ちに補修その他の必要な措置を講じなけ
ればならない。 

第５ 具体的な点検項目及び処理方策 
１ 良好な景観又は風致の維持のための具体的な点検項目及び処理方法は、別表１のと

おりとする。 
２ 広告物等の安全性の確保のための具体的な点検項目及び処理方法は、別表２のとお

りとする。 

第６ 点検の時期 
１ 行為者等は、毎年、定期的に広告物等の点検を実施しなければならない。 
２ 強風、地震等が発生し、広告物等の安全性に影響が及ぶおそれがあると認められる

ときは、直ちに点検を実施しなければならない。 

第７ 点検結果表の作成 
行為者等は、点検を実施する場合には、別表３の点検結果表を作成し、保管する

ものとする。 
また、広告主等と管理者が同一でない場合の管理者は点検結果表により出願者へ

広告物の状況を報告するよう努めるものとする。 


